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１　個別施設計画策定の趣旨及び概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

１．１　策定の趣旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　本計画は、魚津市公共施設等総合管理計画（令和４年３月改訂版。以下、「管

理計画」という。）に基づき、施設類型ごとの具体的な方針や長寿命化計画など

を示すものです。 

魚津市における公共施設等総合管理の概念図 

　  

 

１．２　対象施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　対象施設は、管理計画における「児童センター」の施設類型の全施設とします。 

 

１．３　計画期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　計画期間は、20 年間とします。 

 

１．４　進行管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　本計画に基づく進捗確認を毎年度行い、達成状況や財政状況などを踏まえて対

策内容と実施時期を見直すことにより、計画的な改修等に努めます。 
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２　施設の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

２．１　老朽化の状況及び改修状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
※　経過年数・資産老朽化比率等は、令和４年度末時点 

 

屋根 外壁 他

1 かもめ児童センター H6 27 RC/2 487.72 1,134 72.6% ・遊具の老朽化 不要
・軒天井修繕(H30)
・外部中庭螺旋階段塗装修繕(H30)

2 つばめ児童センター H11 22 W/1 499.20 2,049 94.3% ・外壁の再塗装要 対象外 ・再塗装（H25） ・遊戯室高天井照明LED化（R4）

3 ひばり児童センター H14 19 W/1 499.50
1,655

（1,655）
88.6% ・外壁の再塗装要 対象外 ・再塗装（H25） ・遊戯室高天井照明LED化（R4）

4 すずめ児童センター H18 15 W/1 460.51 1,074 78.1% ・外壁の再塗装要 対象外 ・再塗装（R5） ・遊戯室高天井照明LED化（R4）

合計 1,946.93 5,912

延床面積
（㎡）

No 施設名称
建設
年度

経過
年数

構造
/

階層

敷地面積
(うち借地)

（㎡）

資産
老朽化
比率

劣化状況

改修状況 

耐震化
改修

長寿命化改修
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２．２　位置図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
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２．３　施設の利用状況及び収支の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和２年度は２か月、令和３年度は１か月間児童センターを臨時休館し、学童保育（放

課後児童クラブ）のみを実施したこと等から令和元年度と比べて利用が減少しました。ただし、つばめ児童センターについては、令和３

年度から「みな SUN デー～つばめであそぼう～事業」として第２、４日曜日を開館したこと等により利用者が増加しています。 
 
 

収入 支出 収支差額
【参考】

減価償却費
収入 支出 収支差額

【参考】
減価償却費

収入 支出 収支差額
【参考】

減価償却費

1 かもめ児童センター 5,758 8,408 8,080 120 11,907 ▲ 11,787 2,055 15 11,524 ▲ 11,509 2,298 23 11,317 ▲ 11,294 2,298

2 つばめ児童センター 15,223 18,989 17,299 24 12,537 ▲ 12,513 4,615 48 13,639 ▲ 13,591 5,138 26 12,668 ▲ 12,642 685

3 ひばり児童センター 11,963 13,180 16,880 32 11,271 ▲ 11,239 4,781 18 12,398 ▲ 12,380 5,253 36 14,287 ▲ 14,251 5,253

4 すずめ児童センター 14,904 14,397 15,333 46 11,757 ▲ 11,711 5,300 14 13,518 ▲ 13,504 5,613 23 13,654 ▲ 13,631 3,933

合計 47,848 54,974 57,592 222 47,472 ▲ 47,250 16,751 95 51,079 ▲ 50,984 18,302 108 51,926 ▲ 51,818 12,169

R4

R4

利用状況（人） 収支（千円）

No 施設名称 R2 R3

R2 R3
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３　個別施設の方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

３．１　施設の役割　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

児童センターは、児童に健全な遊びを与え、特に児童センターを取り巻く地域に居

住する幼児を含む小・中学生の健康の増進を図り、情緒を豊かに過ごすための児童厚

生施設です。 

 

３．２　現状と課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（現状） 

魚津市社会福祉協議会を指定管理者とし令和６年度から令和９年度まで指定。市と

指定管理者が連携して事業を実施しています。また、施設の必要な維持修繕を行い、

適切に管理しています。 

 

（課題） 

築 20 年以上経過した児童センターもあり、建物、設備及び遊具の老朽化による修繕

が必要な箇所が多々出てきています。利用者の安全を最優先に維持管理及び修繕が必

要です。 

事業としては、地域における子育て支援の拠点として、他の子育て支援施設や団体

と連携し、機能の充実を図ることが必要となります。小学校の学期中は、午後から放

課後児童クラブを実施していますが、午前中の利用者（未就園児と保護者の利用）増

や利用者満足度の向上のため、児童センターの活動等の情報発信など、より地域に根

ざした児童センターにしていく必要があります。 

また、今後の小学校規模適正化に合わせ、児童センターでの放課後児童クラブ事業

の統合の検討も必要になります。  
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３．３　今後の考え方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

①施設の方針（魚津市公共施設再編方針（令和６年改訂版）抜粋） 

 

②対策の優先順位の考え方 

　基本的には、建築年度又は長寿命化改修実施年度からの経過年数が大きい施設

から優先的に対策を実施するものとしますが、点検結果や施設の利用状況等の要

因により実施時期が前後する場合があります。 

　また、市の財政状況を見ながら、対策に係る経費が平準化されるよう、計画的

に対策を実施するものとします。 

 

③保有総量の抑制について 

　社会情勢の変化をふまえ、サービス水準を出来る限り維持しながら公共施設の

総量を抑制するため、施設の維持更新にあたり、機能集約や複合化を検討します。 

 

④施設の長寿命化について 

　施設の長寿命化を図るため、事後保全的な維持管理から予防保全的な維持管理

に転換します。 

　施設の目標使用年数を60年以上とし、施設の長寿命化改修は建築年度から20年

及び 40 年を経過する年度から５年以内を目途に実施するものとします。 

 

⑤社会的なニーズへの対応について 

　施設の長寿命化改修に併せ、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化、施設

 ＜再編方針＞ 目標年度：中期（Ｒ15）

 ○施設の整備・補修計画に沿って、施設の長寿命化を図りながら、引き続き維

持する。 

○人口動態及び施設の更新時期を見据えながら、機能集約を検討する。
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の脱炭素化等に係る改修を実施するものとします。 

　ただし、経費の平準化や社会的要請の高まり等の要因により個別に対応を実施

する場合があります。 
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３．４　対策内容と実施時期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　※　本計画は、適切な長寿命化改修を実施することにより、減価償却資産の耐用年数を超えて施設を利用することを目指すもの

ですが、老朽化度調査等の結果を基に、長寿命化改修の実施有無や利用期間などが変更となる可能性があります。 

　※　本計画における長寿命化改修や建替え等については、市の財政状況を見ながら、対策に係る経費が平準化されるよう、計画

的に対策を実施するものとします。 

 

4.2 百万円（外壁塗装改修）

3.7 百万円（外壁塗装改修）

No 施設名称 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25

1 かもめ児童センター

2 つばめ児童センター

3 ひばり児童センター

4 すずめ児童センター

適切な維持管理・改修等を実施し、長寿命化を図る（R 9で20年経過）

適切な維持管理・改修等を実施し、長寿命化を図る（R17で40年経過）

適切な維持管理・改修等を実施し、長寿命化を図る（R 2で20年経過）

適切な維持管理・改修等を実施し、長寿命化を図る（R 5で20年経過）

学校統合に合わせて学童事業の統合

学校統合に合わせて学童事業の統合
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３．５　対策費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　計画期間における概算費用は、「児童センター」の施設類型全体で約２億円で

す。 

　ただし、現在の市の財政状況では全ての対策を実施することは困難なため、市

の公共施設全体で統廃合や複合化を更に推進し、総量縮減を図る必要があります。


